
第４８回鳥取市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

 

 

日 時：令和２年９月１６日（水） １７時００分 

場 所：災害対策本部室（本庁舎３階） 

 

１ 開会 

 

２ 本部長あいさつ 

 

３ 報告事項 

（１）鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第３４．３５回）の概要について 
（２）新型コロナウイルス感染症患者の発生について 
（３）鳥取市コロナシグナルの変更について 
（４）イベント・会議等の開催に関する基本的な考え方について 
 

４ その他 

 

５ 市長メッセージ 

 

６ 閉会 
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新型コロナウイルス感染症患者の発生について新型コロナウイルス感染症患者の発生について
１ 概要

９月１１日（金）に鳥取県米子保健所管内で確認された新型コロナウイルス陽性者の濃厚接
触者で、本市内の宿泊療養施設に滞在されている方１名について、本日、鳥取県衛生環境研究
所においてＰＣＲ検査を実施した結果、新型コロナウイルス陽性が確認されました。

２ 患者の状況
○居住地 県外
○年代 ５０歳代
○性別 男性
○職業 建設業従事者
○既発事例との関連 県内２３例目の濃厚接触者
○経過：行動歴

９月１１日（金） 県内２３例目の陽性が判明
９月１２日（土） 濃厚接触者として米子市内でＰＣＲ検査（結果：陰性）
９月１３日（日）～ 宿泊療養施設（本市内）で健康観察、外出自粛

（移動は自家用車）
９月１６日（水） 発熱（３７．１℃）、喉の痛み出現

ＰＣＲ検査（結果：陽性）
感染症指定医療機関に入院

※９月１３日以降は宿泊療養施設において外出自粛されていますので、他の人に感染が
拡がるおそれはありません。
念のため、施設内のスタッフの接触の有無等について確認しています。
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鳥取市コロナシグナルの変更について(９月１４日鳥取市新型コロナウイルス感染症統括会議決定）

鳥取市コロナシグナル

☆新規陽性患者の発生に合わせた市の対応を共有し、新型コロナウイルス感染症の効果的な感染防止、感染拡大防止対策に努める。

オフ オン

なし あり

注意報（東部を含まない場合）
警報（重点地域に東部を含まない場合）

注意報（東部を含む場合）
警報（重点地域に東部を含む場合）

イベント・会議等

・手指消毒やマスク着用、発熱等の症状がある者は外出等を避けるな
ど、「新しい生活様式」に基づく基本的な感染防止策を徹底すること。
・イベント等の主催者や出演者は「業種別ガイドライン」等に基づく行
動、参加者の連絡先把握、接触確認アプリの周知、イベント・会議等前
後の感染対策（行動管理含む）の呼びかけを行うこと。
・イベント等の主催者は、特に、全国的な移動を伴うものには格段の注
意をはらうこと。
・イベント等の参加者には、自身が感染対策を徹底していても、感染リ
スクはあることを周知すること。
また、発熱等の症状がある者はイベント等に参加しない措置を講じるこ
と。

　感染が確認された次の日から起算して１４日を経過しない間に開催す
るイベント等は、原則中止又は延期とする。
　ただし、国・県のガイドラインの実践等により、感染予防が図られる
場合（鳥取県版コロナ警報の警報以上（重点地域に東部を含む場合）
が発令されている期間は感染拡大防止に今まで以上に特別の注意を払う
こと）はこの限りではない。

ー
　感染者が発症２日前以降に使用した施設は施設内の消毒が完了するま
で休館とする。再開に当たっては接触者（施設職員等）の陰性確認など
感染のおそれのない運営環境を要件とする。

　その他の施設については、イベント・会議等の開催に関する基本的な
考え方を踏まえ施設の開館継続・休館の判断を行う。ただし、福祉施設
等臨時休業とする事で市民生活に重大な影響を及ぼす施設及び屋外ス
ポーツ施設、公園、利用者が地域住民に限られ、かつ利用者が特定され
る施設はこの限りではない。

 鳥取県版コロナ警報（重点地域：東部）が発令期間中、各施設の判断
で休館することを可能とする。

※2　シグナルの変更については、陽性患者の確認状況、行動歴などにより対応を変更する場合がある。

※1　東部で新規陽性患者確認された次の日から１４日間新たに陽性患者が確認されない場合オフにする。ただし、鳥取県版コロナ警報の警報
　　以上（重点地域に東部を含む場合）が発令されている期間はこの限りではない。

シグナル

東部で
新規陽性患者

鳥取県版コロナ警報

活
動
制
限

市有施設

　感染発生を予防する事項の呼びかけ
・手洗い励行、マスク着用
・換気の徹底
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令和２年５月２６日 

（令和２年９月１６日修正） 

 

鳥取市新型コロナウイルス感染症対策本部 

 

イベント・会議等の開催に関する基本的な考え方について 

 

イベント・会議等（以下「イベント等」）については、下記の開催の検討項目及びイベン

ト開催要件（令和２年９月１６日開催鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第３

５回））及び感染状況等を踏まえたうえで開催を検討する。 

ただし、鳥取市コロナシグナル（以下「シグナル」）がＯＮの期間中はシグナルの活動制

限の考え方に基づいた対応を行うものとする。 

１．開催の検討項目 

国・県からの通知や「新しい生活様式の定着」、「業種別ガイドランの遵守」を前提に、

感染防止策などの実施を行うこと。 

 

２．イベント開催要件（対象期間：９月１９日～当面１１月末） 

 

・市以外の主催団体におかれても、開催の検討項目を参考にしていただくよう要請を行う。 

 

３．開催中止・延期 

感染が確認された次の日から起算して１４日を経過しない間に開催するイベント等は、原

則中止又は延期とする。 

ただし、国・県のガイドラインの実践等により、感染予防が図られる場合（鳥取県版コロ

ナ警報の警報以上（重点地域に東部を含む場合）が発令されている期間は感染拡大防止に今
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まで以上に特別の注意を払うこと）はこの限りではない。 

 

 

４．適用期間 

  この考え方は９月１９日から適用する。また、感染等の状況により変更の可能性がある。 

 

鳥取市コロナシグナル

☆新規陽性患者の発生に合わせた市の対応を共有し、新型コロナウイルス感染症の効果的な感染防止、感染拡大防止対策に努める。

オフ オン

なし あり

注意報（東部を含まない場合）
警報（重点地域に東部を含まない場合）

注意報（東部を含む場合）
警報（重点地域に東部を含む場合）

イベント・会議等

・手指消毒やマスク着用、発熱等の症状がある者は外出等を避けるな
ど、「新しい生活様式」に基づく基本的な感染防止策を徹底するこ
と。
・イベント等の主催者や出演者は「業種別ガイドライン」等に基づく
行動、参加者の連絡先把握、接触確認アプリの周知、イベント・会議
等前後の感染対策（行動管理含む）の呼びかけを行うこと。
・イベント等の主催者は、特に、全国的な移動を伴うものには格段の
注意をはらうこと。
・イベント等の参加者には、自身が感染対策を徹底していても、感染
リスクはあることを周知すること。
また、発熱等の症状がある者はイベント等に参加しない措置を講じる
こと。

　感染が確認された次の日から起算して１４日を経過しない間に開催
するイベント等は、原則中止又は延期とする。
　ただし、国・県のガイドラインの実践等により、感染予防が図られ
る場合（鳥取県版コロナ警報の警報以上（重点地域に東部を含む場
合）が発令されている期間は感染拡大防止に今まで以上に特別の注意
を払うこと）はこの限りではない。

ー

　感染者が発症２日前以降に使用した施設は施設内の消毒が完了する
まで休館とする。再開に当たっては接触者（施設職員等）の陰性確認
など感染のおそれのない運営環境を要件とする。

　その他の施設については、イベント・会議等の開催に関する基本的
な考え方を踏まえ施設の開館継続・休館の判断を行う。ただし、福祉
施設等臨時休業とする事で市民生活に重大な影響を及ぼす施設及び屋
外スポーツ施設、公園、利用者が地域住民に限られ、かつ利用者が特
定される施設はこの限りではない。

 鳥取県版コロナ警報（重点地域：東部）が発令期間中、各施設の判
断で休館することを可能とする。

※2　シグナルの変更については、陽性患者の確認状況、行動歴などにより対応を変更する場合がある。

※1　東部で新規陽性患者確認された次の日から１４日間新たに陽性患者が確認されない場合オフにする。ただし、鳥取県版コロナ警報の警報
　　以上（重点地域に東部を含む場合）が発令されている期間はこの限りではない。

シグナル

東部で
新規陽性患者

活
動
制
限

市有施設
　感染発生を予防する事項の呼びかけ
・手洗い励行、マスク着用
・換気の徹底

鳥取県版コロナ警報
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市長メッセージ 

 

 本日、本県２３例目の濃厚接触者で健康観察のため

本市の宿泊療養施設に滞在されている方１名につい

て、新型コロナウイルス陽性が確認されたところで

す。この方は本県西部地区から本市の宿泊療養施設へ

移動され、個室で過ごし健康観察を受けておられまし

たが、本日の検査で陽性が判明し、感染症指定医療機

関に入院されたところです。 

 こうした事から感染が市中に拡がる事はないものと

考えておりますので、市民の皆さまにおかれまして

は、県や市が発出する正確な情報に基づき正しく行動

していただくようお願いいたします。 
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